
①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

②名称 
Ministry of Knowledge Economy / 

Korean Intellectuall Property Office (KIPO) 

③所在地 
Government Complex Daejeon, Building 4, 189 Cheongsa-ro,   

Seo-gu, Daejeon 302-701, Republic of Korea 

④連絡先 

 (電話） (82 42) 481 87 70 (RO) （FAX） (82 42) 472 9314 

(82 42) 481 57 41 (ISA,IPEA) 

 (E-mail) kipomla@korea.kr (internet) www.kipo.go.kr 

⑤組織の長 
 Commissioner： Mr. Wan Ki KIM 

  

⑥沿革 (1) 韓国特許法は、その制度の基礎を憲法第 21条（学問芸術の自由と権利保護）においている。 

(2) 最初の特許制度は、1908 年 8 月 12 日に李王朝勅令第 196 号で公布された韓国特許令である。 

(3) 軍政法第 91 号により 1946 年 10 月 5 日に特許法が制定された。 

(4) 1949 年に Ministry of Commerce and Industry の一部局として韓国特許局が設置された。 

(5) 第 3 共和国発足時に法律第 950～952 号により、1961 年 12 月 31 日に韓国特許法が制定された。

(6) Ministry of Commerce and Industry の傘下に「韓国特許庁」が独立組織として設立された。 

(7) 韓国特許法は、その後、数度の改正により工業所有権制度の強化及び国際化が行われ、1996 年

月 1日に知的財産の法律が WTO・TRIPS に沿ったものに改正され、施行された。 

(8) 韓国特許庁は 2006 年に企業型中央責任運営機関へ転換。 

(9) 2008 年に Ministry of Commerce and Industry が Ministry of Knowledge Economy に改編され

たことにともなって「韓国特許庁」も Ministry of Knowledge Economy の傘下となった。 

(10) 2011 年に PCT の国際調査及び予備審査部門を設置した。 

(11) 2012 年 韓国特許庁は、第 3世代特許ネット構築事業を開始した。 

(12) 2013 年 韓国特許庁は、開庁以来で最大規模となる組織再編を実施した。 

(13) 2014 年にヘーグ協定ジュネーブアクトに加盟した。 

⑦所管 
特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の配置配置に関する法律、不正競争防止及

び営業秘密保護に関する法律 

⑩加盟条約 WIPO ベルヌ ブリュッセル フィルム登録 マドリッド 

(原産地表示) 

1979/3/1 1996/8/21    

ナイロビ(オリン

ピック) 

パリ PLT レコード保護 ローマ 

 1980/5/4  1987/10/10 2009/3/18 

シンガポール TLT ワシントン WCT(著作権) WPPT(演奏及びレコ

ード) 

2016/7/1 2003/2/25  2004/6/24 2009/3/18 

ブタペスト ヘーグ リスボン 

ロンドンアクト ヘーグアクト ジュネーブアク

ト 

1988/3/28   2014/7/1  

マドリッド(標章) マドプロ PCT ロカルノ ニース 

 2003/4/10 1984/8/10 2011/4/17 1999/1/8 

ストラスブール ウィーン WTO   

1999/10/8 2011/4/17 1995/1/1   

  



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

⑪統計データ 出願件数 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

特許 

全数 237,998 237,633 243,310 237,633 

（内 外国出願） 51,753 53,885 52,168 53,885 

（内日本から） 14,165 13,861 14,192 13,861 

（内 PCT ルート） 43,419 46,478 45,484 46,478 

実用新案 
全数 4,009 3,084 2,746 3,084 

（内 外国出願） 367 300 346 300 

意匠 

全数 64,927 56,907 55,360 56,907 

（内 外国出願） 4,996 5,441 5,432 5,441 

（内日本から） 813 786 770 785 

商標 

全数 285,284 255,794 253,102 255,794 

（内 外国出願） 29,533 27,577 25,876 27,577 

（内日本から） 2,804 2,810 2,526 2,810 

登録件数 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 

特許 

全数 145,882 135,180 134,734 135,180 

（内 外国出願） 35,531 35,978 35,419 35,978 

（内日本から） 11,905 11,617 10,805 11,617 

（内 PCT ルート） 28,707 29,097 29,121 29,097 

実用新案 
全数 1,817 1,452 1,249 1,452 

（内 外国出願） 199 164 151 164 

意匠 

全数 56,038 53,675 48,262 53,675 

（内 外国出願） 5,197 6,222 6,262 6,222 

（内日本から） 858 1,094 851 1,094 

商標 

全数 141,418 139,479 176,104 139,478 

（内 外国出願） 24,418 24,048 25,950 24,047 

（内日本から） 2,494 2,437 2,498 2,437 

(出典)：  WIPO IP Statistic 

⑫ 組    織 

 <組織図>KIPO は Ministry of Trade, Industry and Energy (産業通商資源部)の下部組織である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)： KIPO の HP 2023 年 4月 11 日現在 

  URL：https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=10301&catmenu=ek01_03_01 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

特許制度 ②最新特許法の施行年

月日 

 特許法（2022 年 10 月 18 日改正  (法律第 19007 号)） 

③地理的効力の範囲 大韓民国内のみ。 

④他国制度との関係 特許協力条約（PCT)加盟国 

⑤出願人資格 発明者及び承継人。ただし、特許庁職員及び特許審判員職員は相続・

遺贈以外に特許を受けることはできず、韓国国民に特許権を認めない

外国の国民又は韓国が認めない外国の国民には、特許権を享有するこ

とはできない。(特許法第 25条、第 33条) 

⑥現地代理人の必要性

及び代理人の資格 

要。韓国内に住所又は営業所を有しない者は、特許に関する代理人と

して韓国に居住の特許管理人を選任しなければならない。 

(特許法第 5条第 1項) 

⑦出願言語 韓国語。出願人が明細書及び図面の説明部分を産業通商資源部令が定

める外国語（2022 年 7月 1 日付同令第 21 条の 2では英語のみ）で記載

すると願書にあると、上記は当該外国語で提出することができる。た

だし、出願日（最先の優先日）から 1年 2月又は審査請求から 3月の

いずれか早い日に翻訳文を提出しなければならない。 

(特許法第 42 条の 3第 1項、第 2項) 

⑧特許権の存続期間及

び起算日 

存続期間は登録日から始まり、出願日から 20 年で終了する。 

(特許法第 88 条) 

また、特許発明を実施するために他の法令に基づく許可を要し、その

許可が大統領令に定められる発明である場合は、実施できなかった期

間について 5年を限度として、当該特許権の存続期間を延長すること

ができる。 (特許法第 89 条) 

⑨新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物   

国内外の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明。 

(特許法第 29 条第 1項) 

⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 有。次の事項が定められている。期間は開示日から 12月。 

(1) 特許を受ける権利を有する者により、公知、公然実施、刊行物記

載又は公衆が電気通信により利用可能になった場合。 

(2) 特許を受ける権利を有する者の意に反する開示。ただし、条約又

は法律により公開又は公告された場合を除く。 

(特許法第 30 条第 1項) 

⑪非特許対象 ・公序良俗に反する発明、公衆衛生を害する発明。(特許法第 32条) 

・産業上利用することのできる発明ではないもの。 

(特許法第 29 条第 1項) 

・新規性が欠如した発明。(特許法第 29条第 1項、第 3項、第 4項) 

・進歩性が欠如した発明。(特許法第 29条第 2項) 

・自然法則を利用した技術的思想の創作ではないもの 

（特許法第 2条第 1項） 

⑫実体審査の有無及び

審査事項 

有。    

(特許法第 57 条、第 62条) 

⑬審査請求制度の有無 有。出願日から 3年以内に、何人も出願審査を請求することができ

る。(特許法第 59 条、第 60 条) 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

⑭優先審査制度・早期

審査制度の有無 

有。優先審査の対象となる出願が次のように定められている。(特許法

第 61条) 

(1) 出願公開後、第 3者が特許出願の発明を業として実施している場

合(同条第 1項) 

(2)大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第 2項) 

  このケースに該当するものとして、次の事項が規定されている。(大

統領令 9条 1項) 

①防衛産業分野；②クリーン技術、AI関連；③輸出促進関連；④自治

体職務出願；⑤認定ベンチャー等特定企業出願；⑥国家研究開発事

業；⑦条約による優先権主張の基礎になる出願、国際調査を行った国

際出願；⑧実施又は実施準備中の出願；⑨削除; ⑩外国特許庁と優先

審査に合意した出願；⑪優先審査の為に専門機関に先行技術調査を依

頼した出願；⑫その他（出願人が 65 歳以上又は健康異常者） 

(3)大統領令により災難の予防・対応・復旧等に必要と認められる場合

（同条第 3項） 

このケースに該当するものとして、次の事項が規定されている。(大統

領令 9条 2項) 

  ①(A)感染病の予防及び管理に関連する医療・防疫物品関連出願、

(B)認証を受けた災難安全製品関連出願； 

 ②災難による緊急状況における特許庁長官が指定する対象出願 

 ⑮出願公開制度の有無 有。出願日（優先日）から 1年 6月経過後。   

出願人の申請がある場合、省令に従って早期に公開しなければならな

い。(特許法第 64 条) 

⑯異議申立制度の有無 無。 

⑰無効審判制度の有無、

起算日及び期間 

有。登録公告日から 6月間は、何人も「特許取消申請」を請求すること

ができ、その後は、利害関係人又は審査官のみが「無効審判」を請求す

ることができる。 

(特許法第 132 条の 2、第 132 条の 16、第 133 条) 

⑱実施義務 有。正当な理由なく 3年以上実施せず、通常実施権の協議が整わない場

合、特許庁長に通常実施権の設定について裁定を請求することができ

る。(特許法第 107 条) 

⑲費用単位  
KRW (韓国ウォン) 

［出願から登録までに掛かる費用］ 

 出願料 66,000 KRW（書面出願） 1,000 KRW（各頁につき付加）

 46,000 KRW（電子出願） 

 優先権主張料 20,000 KRW(書面出願、各件につき) 

 18,000 KRW(電子出願、各件につき) 

   審査請求料 143,000 KRW 44,000 KRW（各クレームにつき付加）

   特許登録料 45,000 KRW 39,000 KRW（各クレームにつき付加）

（登録料には 1-3 年次の年金を含む。） 

［特許権の維持に掛かる費用］ 

  年金 

4- 6 年次 40,000 KRW(各クレームにつき 22,000KRW を加算、毎年）

7- 9 年次 100,000 KRW(各クレームにつき 38,000KRW を加算、毎年）

10-12 年次 240,000 KRW(各クレームにつき 55,000KRW を加算、毎年）

13-25 年次 360,000 KRW(各クレームにつき 55,000KRW を加算、毎年）

 

 

 

 

 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

⑳料金減免措置の有無 有。次の場合、特許料及び手数料が減免される。 

(1)国家有功者、生活保護対象者、障害者、在学生（大学院生は除

く）、技能大学生、6-18 歳、兵役者：最初の 3年分の特許料+出願料+

審査請求料等の手数料免除 

(2)個人・小企業：70％免除 

(3)中小企業・自治体・公共機関：50％免除   (特許法第 83 条・手

数料規則第 7条) 

㉑ＰＣＴにおける国内

料金減額措置の有無 

有。次の場合、出願審査請求料が減免。 （特許法等関連手数料規則第

10 条第 5項） 

(1) 国際調査報告書又は国際予備調査報告書を添付した場合；70%減免 

(2) 外国特許庁作成の国際調査報告書を添付した場合；10%減免 

  



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

実用新案 ②最新実用新案法の施

行年月日 

 実用新案法（2022 年 6月 10 日改正 (法律第 18890 号)） 

③地理的効力の範囲 大韓民国内のみ。 

④他国制度との関係 無。 

⑤出願人資格 考案者及び承継人。ただし、特許庁職員及び特許審判員職員は相続・遺

贈以外に実用新案を受けることはできず、韓国国民に実用新案権を認め

ない外国の国民又は韓国が認めない外国の国民には、実用新案権を享有

することはできない。 

（実用新案法第 3条及び第 11条により準用する特許法第 25条第 11 条

及び第 33条） 

⑥現地代理人の必要性

及び代理人の資格 

要。韓国内に住所又は営業所を有しない者は、特許に関する代理人とし

て韓国に居住の特許管理人を選任しなければならない。 

（実用新案法第 3条により準用する特許法第 5条） 

⑦出願言語 韓国語。出願人が明細書及び図面の説明部分を産業通商資源部令が定め

る外国語（2022 年 7 月 1日付同令第 21条の 2では英語のみ）で記載す

ると願書にあると、上記は当該外国語で提出することができる。ただ

し、出願日（最先の優先日）から 1年 2月又は審査請求から 3月のいず

れか早い日に翻訳文を提出しなければならない。 

(実用新案法第 8条の 3第 1項、第 2項) 

⑧実用新案権の存続期

間及び起算日 

登録日から効力が発生し、出願日から 10 年になる日まで。  

（実用新案法第 22条）出願日から 4年又は審査請求日から 3年の何れ

か遅い日よりも遅く設定登録された場合、出願人による遅延期間を除外

して存続期間を延長することができる。 

（実用新案法第 22条の 2）  

⑨新規性の判断基準 内外国公知公用・内外国刊行物 

国内外の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった考案。 

（実用新案法第 4条第 1項） 

⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 有。次の事項が定められている。期間は開示日から 12月。 

(1) 考案を受ける権利を有する者により、公知、公然実施、刊行物記載

又は公衆が電気通信により利用可能になった場合。 

(2) 考案を受ける権利を有する者の意に反する開示。ただし、条約又は

法律により公開又は公告された場合を除く。 

（実用新案法第 11条により準用する特許法第 30条） 

⑪不登録対象 ・国旗又は勲章と同一又は類似した考案（実用新案法第 6条第 1項） 

・公序良俗に反する考案、公衆衛生を害する考案。 

（実用新案法第 6条第 2項） 

・産業上利用可能な物品の形状、構造又はそれらの組み合わせた考案で

はないもの（実用新案法第 4条第 1項） 

・新規性が欠如した考案。(実用新案法第 4条第 1項 1号) 

・進歩性が欠如した考案。(実用新案法第 4条第 1項 2号) 

・自然法則を利用した技術的思想の創作ではないもの（実用新案法第 2

条第 1項） 

⑫実体審査の有無及び

審査事項 

有。(2006 年 3月 3日改正の実用新案法の施行（施行日：2006 年 10 月

1 日)により、特許と同様に方式審査後、実体審査を経て登録する審査

後登録制度となった) 

（実用新案法第 12条、第 13条) 

⑬審査請求制度の有無 有。出願日から 3年以内。(実用新案法第 12条(2)) 



①国名 
大韓民国 
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⑭優先審査制度・早期

審査制度の有無 

有。優先審査の対象となる出願が次のように定められている。 

(1) 出願公開後、第 3者が特許出願の発明を業として実施している場合

(2)大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第 2項) 

このケースに該当するものとして、次の事項が規定されている。(大統

領令 9条 1項) 

①防衛産業分野、②クリーン技術、AI関連、③輸出促進関連、④自治

体職務出願、⑤認定ベンチャー等特定企業出願、⑥国家研究開発事業、

⑦条約による優先権主張の基礎になる出願、国際調査を行った国際出

願、⑧実施又は実施準備中の出願、⑨削除、⑩外国特許庁と優先審査に

合意した出願、⑪優先審査の為に専門機関に先行技術調査を依頼した出

願、⑫その他（出願人が 65 歳以上又は健康異常者） 

(3)大統領令により災難の予防・対応・復旧等に必要と認められる場合

（同条第 3項） 

このケースに該当するものとして、次の事項が規定されている。(大統

領令 9条 2項) 

①(A)感染病の予防及び管理に関連する医療・防疫物品関連出願、(B)認

証を受けた災難安全製品関連出願、 

②災難による緊急状況における特許庁長官が指定する対象出願 

(実用新案法第 15 条により準用する特許法第 61条) 

⑮出願公開制度の有無 有。出願日（優先日）から 1年 6月経過後。   

出願人の申請がある場合、省令に従って早期に公開しなければならな

い。（実用新案法第 15 条により準用する特許法第 64 条） 

 ⑯異議申立制度の有無 無。 

⑰無効審判制度の有無 有。登録公告日から 6月間は、何人も「実用新案登録取消申請」を請求

することができ、その後は、利害関係人又は審査官のみが「無効審判」

を請求することができる。(実用新案法第 30条の 2、第 31 条) 

⑱実施義務 有。正当な理由なく 3年以上実施せず、通常実施権の協議が整わない場

合、特許庁長に通常実施権の設定について裁定を請求することができ

る。(実用新案法第 28 条により準用する特許法第 107 条(1)) 

⑲費用単位 

KRW 

(韓国ウォン) 

［出願から登録までに掛かる費用］ 

  出願料 30,000 KRW 

（書面出願、明細書･図面 1面毎に加算料 1,000KRW 有） 

 20,000 KRW（電子出願） 

優先権主張料 20,000 KRW(超過 1優先権主張毎に 20,000KRW 加算) 

審査請求料 71,000 KRW(1 クレーム) 

19,000 KWR(1 超の各クレームにつき) 

設定登録料 36,000 KRW（3 年分） 12,000 KWR(各クレームにつき) 

 （登録料には 1-3 年次の年金を含む。） 

［実用新案権の維持に掛かる費用］ 

  年金 

1- 3 年次 12,000 KRW 

(クレーム 1項当り加算料金 4,000KRW 有、毎年） 

4- 6 年次 25,000 KRW 

(クレーム 1項当り加算料金 9,000KRW 有、毎年） 

7- 9 年次 60,000 KRW 

(クレーム 1項当り加算料金 14,000KRW 有、毎年） 

10-12 年次 160,000 KRW 

(クレーム 1項当り加算料金 20,000KRW 有、毎年） 

13-15 年次 240,000 KRW 

(クレーム 1項当り加算料金 20,000KRW 有、毎年） 

 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

 ⑲料金減免措置の有無 有。次の場合、特許料及び手数料が減免される。 

(1)国家有功者、生活保護対象者、障害者、在学生（大学院生は除

く）、技能大学生、6-18 歳、兵役者：最初の 3年分の登録料+出願料+

審査請求料等の手数料免除 

(2)個人・小企業：70％免除 

(3)中小企業・自治体・公共機関：50％免除   

(実用新案法第 20条により準用する特許法第 83条・手数料規則第 7条) 

㉑ＰＣＴにおける国内料

金減額措置の有無 

有。次の場合、出願審査請求料が減免。 （特許法等関連手数料規則第

10 条第 5項） 

(1) 国際調査報告書又は国際予備調査報告書を添付した場合；70%減免 

(2) 外国特許庁作成の国際調査報告書を添付した場合；10%減免 

  



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

意匠制度 ②最新意匠法の施行年月

日 

 デザイン保護法（2021 年 10 月 19 日改正法律第 18505 号） 

③地理的効力の範囲 大韓民国内のみ。 

④他国制度との関係 ハーグ協定加盟国 

⑤出願人資格 創作者及び承継人。ただし、特許庁職員及び特許審判員職員は相続・

遺贈以外に意匠を受けることはできない。韓国民に自国民と同じ意匠

権を認めない国の国民は意匠権を享受できない。  

(デザイン保護法第 3条、第 27条)  

⑥現地代理人の必要性及

び代理人の資格 

要。韓国内に住所又は営業所を有しない者は、意匠に関する代理人と

して韓国に居住の意匠管理人を選任しなければならない。 

(デザイン保護法第 6条)  

⑦出願言語 韓国語。(デザイン保護法施行規則第 6条 1項)  

⑧意匠権の存続期間及び

起算日 

設定登録した日から発生して出願日後 20 年。関連意匠の存続期間は本

意匠の存続期間満了日まで。 (デザイン保護法第 91 条) 

⑨新規性の判断基準 内外国公知公用・内外国刊行物。 

国内外の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった創作。 

(デザイン保護法第 33 条) 

⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 有。次の新規性喪失の例外が定められている。期間は開示日から 12

月。  

(1) 意匠登録を受ける権利を有する者が出願前に韓国内外で公知又は

公然と実施した場合 

(2) 意匠登録を受ける権利を有する者が出願前に韓国内外で刊行物の

頒布又は電気通信回線により公衆に利用可能とした場合。 

ただし、条約又は法律により公開又は公告された場合を除く。 

 (デザイン保護法第 36条) 

⑪不登録対象 次の事項が規定されている。 

(1)国旗・国章・軍旗・勲章・記章その他公共機関等の標章と外国の国

旗・記章又は国際機関等の文字若しくは標識と同一又は類似した意匠 

(2)公序良俗を害するおそれがある意匠 

(3)他人の業務に関係する物品と混同をもたらすおそれがある意匠 

(4)物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠 

(以上はデザイン保護法第 34条) 

(5)新規性が欠如した意匠(同法第 33条 1項 1号 2号) 

(6)従来の意匠と類似するか、当業者が容易に創作できる意匠(同法第

33 条 1 項 3 号、2項) 

(7)工業上利用することができる意匠ではないもの。(同法第 33 条前

文) 

なお、「画像（デジタル技術又は電子的方式で表現される図形・記号

等）」は意匠登録の対象として認められている。 (デザイン保護

法第 2条 2の 2) 

⑫実体審査の有無 有。(デザイン保護法第 58 条、第 62 条) 

⑬審査請求制度の有無 無。(デザイン保護法第 58 条、第 62 条) 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

⑭優先審査制度・早期審

査制度の有無 

有。優先審査の対象となる出願が次のように定められている。(デザイ

ン保護法第 61条) 

(1) 出願公開後、出願人ではない者が出願意匠を実施している場合

（同条第 1項) 

(2)大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第 2項) 

  このケースに該当するものとして、次の事項が規定されている。(大

統領令 6条) 

  ①防衛産業分野；②クリーン技術、AI 関連；③輸出促進関連；④公

務員職務出願；⑤認定ベンチャー等特定企業出願；⑥中小企業技術革

新促進法・発明促進法・産業デザイン法に基づく出願；⑦国家の新技

術開発支援事業・品質認証事業の結果物の出願；⑧外国特許庁で優先

権主張の基礎となる出願；⑨実施又は実施準備中の出願；⑩電子商取

引と直接関連した出願；⑪外国特許庁と優先審査に合意した出願；⑫

優先審査の為に専門機関に先行技術調査を依頼した出願；⑬人口知

能、IoT 等の 4次産業革命関連出願 

⑮部分意匠制度の有無 有。(デザイン保護法第 2条 1項) 

⑯関連意匠制度の有無 有。本意匠と類似する意匠は本意匠の出願日から１年以内に関連意匠

として出願することができる。 (デザイン保護法第 35 条) 

⑰「組物」の意匠制度の

有無 

有。 2 以上の物品が、一組の物品で同時に使用され、その意匠が一組

全体として統一性がある場合、一組の意匠を 1意匠として登録するこ

とができる。(デザイン保護法第 42条) 

 ⑱意匠分類 国際分類(ロカルノ分類)を採用している。(ロカルノ協定に加盟) 

⑲出願公開制度の有無 有。出願人は登録決定前に公開請求されれば公開しなければならない。 

(デザイン保護法第 52 条) 

⑳秘密意匠制度の有無 有。 出願日から登録査定日の間に意匠権の登録日から 3年以内の期間

を定めて、秘密を請求することができる。 (デザイン保護法第 43 条) 

㉑異議申立制度の有無 実体審査を伴う出願についての異議申立制度： 無。 

 この場合、異議申立制度はないが、何人も特許庁長又は特許審判院

長に情報提供を行うことができる。(デザイン保護法第 55 条) 

一部審査登録出願についての異議申立制度： 有。 

 この場合、意匠権の設定登録公報の公告日から 3月になるまでの

間、何人も一部審査登録異議申立を行うことができる。(デザイン保護

法第 68 条) 

㉒無効審判制度の有無 有。利害関係人及び審査官は、意匠の無効審判の請求を行うことがで

きる。また、この無効審判は、意匠の存続期間終了後においても請求

することができる。(デザイン保護法第 121 条) 

㉓登録表示義務 無。(デザイン保護法第 124 条) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①国名 
大韓民国 
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 ㉔費用単位 

KRW(韓国ウォン) 
［出願から登録までに掛かる費用］ 

  出願料 

    (審査有)    94,000 KRW（電子出願、1意匠ごと） 

104,000 KRW（書面出願、1意匠ごと） 

(一部審査) 45,000 KRW（電子出願、1意匠ごと） 

 55,000 KRW（書面出願、1意匠ごと） 

  優先権主張料  

  (審査有) 20,000 KRW(書面出願、1意匠ごと) 

 18,000 KRW(電子出願、1意匠ごと) 

(一部審査) 20,000 KRW(書面出願、1意匠ごと) 

 18,000 KRW(電子出願、1意匠ごと) 

  設定登録料  

  (審査有) 75,000 KRW(3 年分、1意匠ごと) 

(一部審査) 75,000 KRW(3 年分、1意匠ごと) 

［意匠権の維持に掛かる費用］ 

存続期間更新料 

  (審査有) 

      1- 3 年次   設定登録料に含まれる 

      4- 6 年次 35,000 KRW(毎年、1意匠ごと) 

      7- 9 年次 70,000 KRW(毎年、1意匠ごと) 

    10- 12 年次 140,000 KRW(毎年、1意匠ごと) 

    13- 20 年次 210,000 KRW(毎年、1意匠ごと) 

 (一部審査) 

      1- 3 年次 設定登録料に含まれる 

   4- 20 年次 34,000 KRW(毎年、1意匠ごと) 

  

⑲料金減免措置の有無 有。次の場合、特許料及び手数料が減免される。 

(1)国家有功者、生活保護対象者、障害者、在学生（大学院生は除

く）、技能大学生、6-18 歳、兵役者：最初の 3年分の登録料+出願料+

審査請求料等の手数料免除 

(2)個人・小企業：70％免除 

(デザイン保護法第 35 条・手数料規則第 7条) 

  



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

商標制度 ②最新商標法施行年月日  商標法（2022 年 2月 3日改正法律第 18817 号） 

③地理的効力の範囲 大韓民国内のみ。(商標法第 50条) 

④他国制度との関係 マドリッドプロトコール加盟国 

⑤商標法の保護対象 商品、役務、団体商標、証明商標、非営利業務商標、地理的表示。 

(商標法第 2条 1項 3～9号) 

⑥商標の種類 文字、図形、記号、音、匂い、立体的形状、ホログラム、色彩、動作及

びこれらの組み合わせ(商標法第 2条 1項(2)) 

⑦出願人資格 韓国において商標を使用する者又は使用の意思を有する者。ただし、特

許庁職員及び特許審判員職員は相続・遺贈以外に商標を受けることはで

きない。韓国民に自国民と同じ商標権を認めない国の国民には権利を享

受できない。(商標法第 3条、第 12条) 

⑧権利付与の原則 先願主義。(商標法第 35条) 

⑨本国登録要件 無。 

⑩現地代理人の必要性及

び代理人の資格 

要。韓国内に居所又は営業所を有しない者は、商標の登録出願時には、

当該商標に関する代理人として、韓国内に住所又は営業所を有する商標

管理人を選任しなければならない。(商標法第 6条） 

⑪出願言語 韓国語 (商標法施行規則第 15条) 

⑫商標権の存続期間及び

起算日 

設定登録日から 10年。10 年ごとに更新できる。 

(商標法第 83 条、第 84条) 

⑬ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 有。商標登録を受けることができる者が、次のケースに出品した商品の

標章は新規性喪失の例外とされる。出願期間は出品日から 6月。   

 (商標法第 47条) 

(1) 政府又は地方公共団体が開催する博覧会 

(2) 政府又は地方公共団体の承認を得た者が開催する博覧会 

(3) 政府の承認を得て国外で開催する博覧会 

(4) 条約の当事国領内で、その政府又はその政府から承認を得た者が開

催する国際博覧会 

⑭不登録対象 (1) その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみから

なるもの 

(2) その商品に対して慣用されている標章 

(3) その商品に産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形

状を含む)、価格、生産方法、加工方法、使用方法又は時期を普通に使用

する方法で表示した標章のみからなるもの 

(4) 顕著な地理的名称、その略号又は地図のみからなる標章 

(5) ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみか

らなるもの 

(6) 簡単でありふれた標章のみからなるもの 

(7) 上記 1-6 以外に需要者が業務に関連した商品を表示するのかを識別

することができない標章 

(8) 大韓民国・外国の国旗・国章等、パリ条約加盟国・WTO 加盟国・商

標法条約締約国（以下、同盟国）の勲章・褒章等、赤十字・国際オリン

ピック委員会又は著名な国際機関の名称・標章、同盟国・その他の国家

の公共機関が使用する監督用若しくは証明用の印章又は記号と同一又は

類似する標章 

(9) 国家・人種・民族・公共団体・宗教又は著名な故人との関係を、虚

偽表示、誹謗、侮辱、又はこれらに対して悪い評判を受けさせるおそれ

がある標章 

(10) 国家・公共団体又はこれらの機関と公益法人の営利を目的としない

業務又は営利を目的としない公益業務に係る標章として著名なものと同

一又は類似の標章 

 



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

(11) 公序良俗に反するおそれがある標章 

(12) 韓国若しくは外国政府が開催又は承認して開催する博覧会の賞牌・

賞状又は褒章と同一又は類似する標章 

(13) 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名･印章・雅号・芸

名・筆名又はこれらを含む標章 

(14) 先出願による他人の登録商標（地理的表示登録団体標章を除く）と

同一又は類似する標章を、その指定商品と同一又は類似の商品・役務に

使用する標章 

(15) 先出願による他人の地理的表示登録団体標章と同一又は類似の標章

で、その指定商品と同一の商品に使用する標章 

(16)他人の商品表示と需要者に広く認識されている商標(地理表示は除

く)と同一又は類似の標章を、その他人の商品と同一又は類似の商品・役

務に使用する標章 

(17) 特定地域の商品を表示するものであると需要者間に顕著に認識され

ている他人の地理的表示と同一又は類似の標章で、その地理的表示を使

用する商品と同一の商品に使用する標章 

(18) 需要者に顕著に認識されている他人の商品若しくは役務と混同を惹

起する、又は、その識別力若しくは名声を毀損させる虞のある商標 

(19) 商品の品質を誤認させ需要者を欺瞞するおそれがある標章  

(20) 国内外の需要者間に特定人の商品表示として顕著に認識されている

商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の標章として、不当な利益を得

ようとするか、その特定人に損害を与えようとする等、不正な目的を有

し、使用する方法 

(21) 国内外の需要者に特定地域の商品表示として顕著に認識されている

地理的表示と同一又は類似の商標で、不当な利益を得ようとするか、又

はその地理的表示の正当な使用者に損害を与えようとする等、不正な目

的を持って使用する標章 

(22) 商標登録を受けようとする商品又はその商品の包装の機能を確保す

るのに不可欠な立体的形状、色彩、色彩の組み合わせ、音又は匂いのみ

からなる標章 

(23) WTO 加盟国内の葡萄酒又は蒸留酒の産地に関する地理的表示として

構成され同表示を含む商標として葡萄酒・蒸留酒又はこれと類似の商品

に使用しようとする標章 

(24) 登録された植物品種の名称と同一又は類似する標章で、植物品種と

同一又は類似する商品に使用する標章 

(25) 農産物品質管理法により登録された地理的表示と同一又は類似する

標章であって、その地理的表示を使用する商品と同一の商品に使用する

標章 

(26) 韓国が締結した自由貿易協定によって保護される地理的表示と同一

又は類似する標章であって、その地理的表示を使用する商品と同一の商

品に使用する標章 

(27) 契約関係、業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用

又は使用準備中の商標であることを知りながらその商標と同一又は類似

する出願商標 

(28)条約当事国に登録された商標の権利者と、契約関係、業務上の取引

関係又はその他の関係にあるかあった者が、当該権利者の同意を得ず、

当該商標と同一又は類似する出願商標  

(商標法第 33 条、第 34条) 

 

 

 

 

 

  



①国名 
大韓民国 

Republic of Korea (KR) 

 ⑮防護標章制度の有無 無。 

⑯周知商標制度の有無 有。上記不登録対象に記載の(16), (18), (20)が規定されている。 

(商標法第 34 条) 

⑰一出願多区分制度の

有無 

有。 

(商標法第 38 条) 

⑱実体審査の有無及び

審査事項 

有。 

(商標法第 50 条、第 54条) 

⑲審査請求制度の有無 無。(商標法第 50 条) 

⑳優先審査制度・早期

審査制度の有無 

 有。 (商標法第 53 条) 

原則は出願順位で審査するが、以下の場合は、審査官に優先審査させる

ことができる。 

(1) 商標登録出願後、当該出願の商標と同一又は類似した商標を出願人

ではない者が正当な事由なしに業として使用していると認められる場

合。 

(2) .出願人が商標登録出願した商標を指定商品の全部に使用している

など、大統領令で定める商標登録出願として緊急な処理が必要であると

認められる場合 

㉑出願公開制度の有無 無。出願公開制度はないが、登録査定後、2月の公告制度がある。 

(商標法第 57 条） 

㉒異議申立制度の有無 有。何人も公告日から 2月以内に異議申立を行うことができる。 

(商標法第 60 条） 

㉓無効審判制度の有無 有。利害関係人及び審査官は、商標権が消滅した後を含めて、商標の無

効審判を請求することができる。  (商標法第 117 条） 

㉔不使用取消制度の有

無 

有。取消請求前に継続して 3年以上、韓国内での不使用は取消の対象と

なる。(商標法第 119 条） 

㉕商標分類 国際分類（ニース分類）を採用している。 

㉖図形要素の分類 国際図形分類（ウィーン分類）を採用している。(韓国は、ウィーン協

定の加盟国) 

㉗譲渡要件 無。商標権は、営業とは関係なく譲渡することができる。 

㉘費用単位 KRW 

(韓国ウォン) 

［出願から登録までに掛かる費用］ 

   出願料(新規・更新) 

  72,000 KRW(書面出願、1区分ごと。)  

  62,000 KRW(電子出願、1区分ごと。) 

いずれも、1区分の指定商品が 20を超える場合、1商品ごとに 2,000KRW

加算。 

  優先権主張料 

20,000 KRW 

(書面出願、1区分ごと。) 

18,000 KRW 

(電子出願、1区分ごと。) 

［商標権の維持に掛かる費用］ 

  存続期間更新料 分割納付 

(新規登録) 211,000 KRW 

(1 区分ごと。) 

132,000 KRW(1 区分ごと。) 

(更新登録) 310,000 KRW 

(1 区分ごと。) 

194,000 KRW(1 区分ごと。) 

いずれも、1区分の商品数 20超え、1商品ごとに 2,000KRW（分割は

1,000KRW）加算。 

㉙料金減免措置の有無 無。 

 

 


